
富田林市教育委員会規則第  号 

 
富田林市立福祉青少年センター条例施行規則を廃止する規則 

 
富田林市立福祉青少年センター条例施行規則（昭和４６年富田林市教育委員

会規則第３号）は、廃止する。 

 
   附 則 
 この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

 
 

議案第２８号 


